
大 阪 府 規 則 第 七 十 四 号  

大 阪 府 温 暖 化 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 大 阪 府 温 暖 化 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 大 阪 府 規 則 第 八 十 四

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  
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（ 対 策 計 画 書 の 記 載 事 項 ）  

第 六 条  条 例 第 九 条 第 一 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め  

る 事 業 所 は 、 府 の 区 域 内 に 設 置 し て い る 全 て の  

事 業 所 と す る 。 た だ し 、 第 三 条 第 三 号 の み に 該  

当 す る 者 が 設 置 し て い る 事 業 所 に あ っ て は 、 当  

該 事 業 所 の 建 築 物 の 延 べ 面 積 （ 建 築 基 準 法 施 行  

令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 二 条  

第 四 号 に 規 定 す る 延 べ 面 積 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 事 業 所 と す る 。  
 

（ 特 定 建 築 物 の 規 模 等 ）  

第 十 九 条  条 例 第 十 六 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る  

規 模 は 、 延 べ 面 積 （ 増 築 又 は 改 築 の 場 合 に あ っ  

て は 、 当 該 増 築 又 は 改 築 に 係 る 部 分 の 床 面 積  

（ 建 築 基 準 法 施 行 令 第 二 条 第 三 号 に 規 定 す る  

床 面 積 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 合 計 ） が 二 千 平  

方 メ ー ト ル で あ る も の と す る 。  

２ （ 略 ）  

３  条 例 第 十 六 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 非 住 宅  

部 分 は 、 非 住 宅 部 分 （ 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費  

性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第  

五 十 三 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 非 住 宅 部  

分 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） （ 工 場 等 （ 建 築 物 エ ネ  

ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 十  
 
 

定 す る 工 場 等 を い う 。 ） の 用 途 に 供 す る 建 築 物  

の 部 分 を 除 く 。 ） の 床 面 積 （ 内 部 に 間 仕 切 壁 又  

は 戸 を 有 し な い 階 又 は そ の 一 部 で あ っ て 、 そ の  

床 面 積 に 対 す る 常 時 外 気 に 開 放 さ れ た 開 口 部  

の 面 積 の 合 計 の 割 合 が 二 十 分 の 一 以 上 で あ る  

も の の 床 面 積 を 除 く 。 次 項 及 び 第 二 十 四 条 に お  

い て 同 じ 。 ） の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 の  

建 築 物 の 非 住 宅 部 分 と す る 。 

４  条 例 第 十 六 条 第 四 項 の 規 則 で 定 め る 非 住 宅  

部 分 は 、 増 築 又 は 改 築 に 係 る 部 分 （ 非 住 宅 部 分  

に 限 る 。 ） の 床 面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル  

目 次  

第 一 章 ・ 第 二 章  （ 略 ）  

第 三 章 建 築 物 の 環 境 配 慮 （ 第 十 九 条 ― 第 三 十
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第 四 章  エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 抑 制 等 に 関 す る

情 報 の 交 換 の 促 進 （ 第 三 十 五 条 ― 第 三

十 八 条 ）  

第 五 章  エ ネ ル ギ ー を 効 率 的 に 利 用 す る 発 電
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（ 対 策 計 画 書 の 記 載 事 項 ）  

第 六 条  条 例 第 九 条 第 一 項 第 二 号 の 規 則 で 定 め  

る 事 業 所 は 、 府 の 区 域 内 に 設 置 し て い る 全 て の  

事 業 所 と す る 。 た だ し 、 第 三 条 第 三 号 の み に 該  

当 す る 者 が 設 置 し て い る 事 業 所 に あ っ て は 、 当  

該 事 業 所 の 建 築 物 の 延 べ 面 積 が 三 百 平 方 メ ー  

ト ル 以 上 の 事 業 所 と す る 。  
 
 
 

（ 特 定 建 築 物 の 規 模 等 ）  

第 十 九 条  条 例 第 十 六 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る

規 模 は 、 建 築 物 （ 建 築 物 の 増 築 又 は 改 築 の 場 合

に あ っ て は 、 当 該 増 築 又 は 改 築 に 係 る 部 分 に 限

る 。 第 三 項 に お い て 同 じ 。 ） の 延 べ 面 積 が 二 千

平 方 メ ー ト ル で あ る も の と す る 。  
 

２ （ 略 ）  

３ 条 例 第 十 六 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 規 模 は 、 

建 築 物 （ 次 項 各 号 に 掲 げ る 用 途 に 供 す る 部 分 に  

限 る 。 ） の 延 べ 面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 

で あ る も の と す る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４  条 例 第 十 六 条 第 三 項 の 規 則 で 定 め る 建 築 物

は 、 次 に 掲 げ る 用 途 に 供 す る 建 築 物 と す る 。  
 

八 年        第 一 号 ） 第 十 条 第 一 号 に 規  経 済 産 業 省 令  

国 土 交 通 省 令  



以 上 の 建 築 物 の 当 該 増 築 又 は 改 築 を し よ う と  

す る 非 住 宅 部 分 と す る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 条 例 第 十 六 条 第 五 項 の 規 則 で 定 め る 用 途 は 、 

建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律  

施 行 令 （ 平 成 二 十 八 年 政 令 第 八 号 。 以 下 「 建 築  

物 省 エ ネ ル ギ ー 法 施 行 令 」 と い う 。 ） 第 七 条 第  

一 項 各 号 に 掲 げ る 用 途 と す る 。  
 
 

（ 建 築 物 環 境 計 画 書 の 変 更 の 届 出 ）  

第 二 十 三 条  条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 変 更 を し た 日 か ら 三 十 日 以 内 に 、 建 築

物 環 境 計 画 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 七 号 ） を 提 出 し

て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 
 
 
 

２ 条 例 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 変  

更 に 係 る 工 事 に 着 手 す る 日 の 十 五 日 前 ま で  

に 、 建 築 物 環 境 計 画 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 七 号 ） 

を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 軽 微 な 変 更 ）  

第 二 十 四 条  条 例 第 十 八 条 第 二 項 た だ し 書 の 規  

則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、 次 に 掲 げ る も の と す  

る 。  

一  条 例 第 十 七 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項  

の 変 更 で 、 特 定 建 築 物 の 延 べ 面 積 の 増 加 を 伴 

わ な い も の （ 第 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 非  

 
 

一 事 務 所 、 官 公 署 そ の 他 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の  

状 況 に 関 し て こ れ ら に 類 す る も の  

二 ホ テ ル 、 旅 館 そ の 他 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 状  

況 に 関 し て こ れ ら に 類 す る も の  

三 病 院 、 老 人 ホ ー ム 、 身 体 障 害 者 福 祉 ホ ー ム  

そ の 他 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 状 況 に 関 し て こ 

れ ら に 類 す る も の  

四 百 貨 店 、 マ ー ケ ッ ト そ の 他 エ ネ ル ギ ー の 使  

用 の 状 況 に 関 し て こ れ ら に 類 す る も の  

五 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 、 大 学 、 高 等 専  

門 学 校 、 専 修 学 校 、 各 種 学 校 そ の 他 エ ネ ル ギ 

ー の 使 用 の 状 況 に 関 し て こ れ ら に 類 す る も 

の 

六 飲 食 店 、 食 堂 、 喫 茶 店 、 キ ャ バ レ ー そ の 他  

エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 状 況 に 関 し て こ れ ら に 

類 す る も の  

七 図 書 館 、 博 物 館 そ の 他 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の  

状 況 に 関 し て こ れ ら に 類 す る も の  

八 体 育 館 、 公 会 堂 、 集 会 場 、 ボ ー リ ン グ 場 、 

劇 場 、 ア ス レ チ ッ ク 場 、 ス ケ ー ト 場 、 浴 場 施  
設 、 競 馬 場 又 は 競 輪 場 、 社 寺 そ の 他 エ ネ ル ギ 

ー の 使 用 の 状 況 に 関 し て こ れ ら に 類 す る も 
の 

九 映 画 館 、 カ ラ オ ケ ボ ッ ク ス 、 ぱ ち ん こ 屋 そ  

の 他 エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 状 況 に 関 し て こ れ 

ら に 類 す る も の  

十 工 場 、 畜 舎 、 自 動 車 車 庫 、 自 転 車 駐 車 場 、 

倉 庫 、 観 覧 場 、 卸 売 市 場 、 火 葬 場 そ の 他 エ ネ 

ル ギ ー の 使 用 の 状 況 に 関 し て こ れ ら に 類 す 

る も の  

５  条 例 第 十 六 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 講 ず べ き

措 置 に つ い て は 、 前 項 の 規 則 で 定 め る 建 築 物 の

う ち 同 項 各 号 に 掲 げ る 用 途 に 供 す る 部 分 （ 建 築

物 の 増 築 又 は 改 築 の 場 合 に あ っ て は 、 当 該 増 築

又 は 改 築 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） に 限 っ て 適 用 す

る も の と す る 。  
 

（ 建 築 物 環 境 計 画 書 の 変 更 の 届 出 ）  

第 二 十 三 条  条 例 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る  

届 出 は 、 条 例 第 十 七 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号  

に 掲 げ る 事 項 の 変 更 に あ っ て は 変 更 を し た 日  

か ら 三 十 日 以 内 に 、 同 項 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で  

に 掲 げ る 事 項 の 変 更 に あ っ て は 変 更 に 係 る 工  

事 に 着 手 す る 日 の 十 五 日 前 ま で に 、 建 築 物 環 境  

計 画 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 七 号 ） を 提 出 し て 行 わ  

な け れ ば な ら な い 。  
 
 
 
 
 

（ 届 出 を 要 し な い 変 更 ）  

第 二 十 四 条  条 例 第 十 八 条 第 一 項 た だ し 書 の 規

則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 そ の 他 の 規 則 で 定 め る

変 更 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  条 例 第 十 七 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 事 項

の 変 更 で 、 特 定 建 築 物 の 延 べ 面 積 の 増 加 を

伴 わ な い も の （ 第 十 九 条 第 四 項 の 規 則 で 定



住 宅 部 分 又 は 同 条 第 四 項 に 規 定 す る 増 築 若  

し く は 改 築 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 一  

万 平 方 メ ー ト ル 以 上 に な る 変 更 を 除 く 。 ）  
 
 

二 （ 略 ）  
 

（ 建 築 物 環 境 性 能 表 示 の 表 示 の 届 出 ）  

第 三 十 条  条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 特 定 建 築 主 等 （ 販 売 等 受 託 者 を 含 む 。

以 下 同 じ 。 ） が 条 例 第 二 十 一 条 の 広 告 に 建 築 物

環 境 性 能 表 示 を 最 初 に 表 示 し た 日 か ら 十 五 日

以 内 に 、 建 築 物 環 境 性 能 表 示 届 出 書 （ 様 式 第 十

号 ） を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 建 築 物 環 境 性 能 表 示 届 出 書 に は 、 特 定

建 築 主 等 が 建 築 物 環 境 性 能 表 示 を 最 初 に 表 示

し た 同 項 の 広 告 又 は そ の 写 し を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。  
 

第 三 十 四 条 （ 略 ）  
 

（ 適 用 除 外 ）  

第 三 十 五 条  条 例 二 十 八 条 第 一 号 の 規 則 で 定 め  

る 建 築 物 は 、 建 築 物 省 エ ネ ル ギ ー 法 施 行 令 第  

七 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 及 び こ れ ら に  

準 ず る 建 築 物 と す る 。  

２  条 例 二 十 八 条 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 仮 設 の  

建 築 物 は 、 建 築 物 省 エ ネ ル ギ ー 法 施 行 令 第 七  

条 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 と す る 。  
 
   第 四 章 （ 略 ）  
 

（ 電 気 需 給 対 策 計 画 書 の 作 成 等 ）  

第 三 十 六 条  条 例 第 三 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 電 気 需 給 対 策 計 画 書 （ 様 式 第 十 二 号 ）

を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  

３ 条 例 第 三 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 毎

年 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 計 画 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 
 

一 ・ 二 （ 略 ）  

４ （ 略 ）  
 

（ 電 気 需 給 対 策 計 画 書 の 公 表 ）  

第 三 十 七 条  条 例 第 三 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る

公 表 は 、 同 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲

げ る 事 項 に つ い て 、 第 八 条 各 号 に 掲 げ る 方 法 に

よ り 行 う も の と す る 。  
 

（ 電 気 需 給 対 策 報 告 書 の 届 出 等 ）  

第 三 十 八 条  条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 届 出 は 、 電 気 需 給 対 策 報 告 書 （ 様 式 第 十 三 号 ）

を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 電 気 需 給 対 策 報 告 書 は 、 第 三 十 六 条 第

二 項 に 規 定 す る 期 間 ご と に 作 成 し な け れ ば な

ら な い 。  

３ 条 例 第 三 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、

毎 年 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 報 告 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な

め る 建 築 物 （ 同 項 各 号 に 掲 げ る 用 途 に 供 す

る 部 分 （ 建 築 物 の 増 築 又 は 改 築 の 場 合 に あ

っ て は 、 当 該 増 築 又 は 改 築 に 係 る 部 分 に 限

る 。 ） に 限 る 。 ） の 延 べ 面 積 の 合 計 が 一 万 平

方 メ ー ト ル 以 上 に な る 変 更 を 除 く 。 ）  

二 （ 略 ）  
 

（ 建 築 物 環 境 性 能 表 示 の 表 示 の 届 出 ）  

第 三 十 条  条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 特 定 建 築 主 （ 販 売 等 受 託 者 を 含 む 。 以

下 同 じ 。 ） が 条 例 第 二 十 一 条 の 広 告 に 建 築 物 環

境 性 能 表 示 を 最 初 に 表 示 し た 日 か ら 十 五 日 以

内 に 、 建 築 物 環 境 性 能 表 示 届 出 書 （ 様 式 第 十 号 ）

を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 建 築 物 環 境 性 能 表 示 届 出 書 に は 、 特 定

建 築 主 が 建 築 物 環 境 性 能 表 示 を 最 初 に 表 示 し

た 同 項 の 広 告 又 は そ の 写 し を 添 付 し な け れ ば

な ら な い 。  
 

第 三 十 四 条 （ 略 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   第 四 章 （ 略 ）  
 

（ 電 気 需 給 対 策 計 画 書 の 作 成 等 ）  

第 三 十 五 条  条 例 第 二 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 届 出 は 、 電 気 需 給 対 策 計 画 書 （ 様 式 第 十 二 号 ）

を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  

３ 条 例 第 二 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、

毎 年 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 計 画 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な

い 。  

一 ・ 二 （ 略 ）  

４ （ 略 ）  
 

（ 電 気 需 給 対 策 計 画 書 の 公 表 ）  

第 三 十 六 条  条 例 第 二 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 公 表 は 、 同 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に

掲 げ る 事 項 に つ い て 、 第 八 条 各 号 に 掲 げ る 方 法

に よ り 行 う も の と す る 。  
 

（ 電 気 需 給 対 策 報 告 書 の 届 出 等 ）  

第 三 十 七 条  条 例 第 三 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 電 気 需 給 対 策 報 告 書 （ 様 式 第 十 三 号 ）

を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 電 気 需 給 対 策 報 告 書 は 、 第 三 十 五 条 第

二 項 に 規 定 す る 期 間 ご と に 作 成 し な け れ ば な

ら な い 。  

３ 条 例 第 三 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 毎

年 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 報 告 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 



い 。  

一 ・ 二 （ 略 ）  
４ 第 三 十 六 条 第 四 項 の 規 定 は 、 第 二 項 の 期 間 及

び 前 項 の 届 出 の 時 期 に つ い て 準 用 す る 。  
 

（ 電 気 需 給 対 策 報 告 書 の 公 表 ）  

第 三 十 九 条  条 例 第 三 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 公 表 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 第 八 条 各

号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

一  条 例 第 三 十 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に

掲 げ る 事 項  

二 ・ 三 （ 略 ）  
 

（ エ ネ ル ギ ー を 効 率 的 に 利 用 し 環 境 へ の 負 荷 の  

程 度 が 低 い 発 電 設 備 ）  

第 四 十 条  条 例 第 三 十 三 条 第 一 項 の エ ネ ル ギ ー  

を 効 率 的 に 利 用 し 環 境 へ の 負 荷 の 程 度 が 低 い  

も の で あ っ て 規 則 で 定 め る も の は 、 窒 素 酸 化  

物 の 発 生 を 抑 制 す る た め 、 あ ら か じ め 空 気 と  

十 分 に 混 合 し 希 薄 な 状 態 に し た 燃 料 を 燃 焼 さ  

せ る 方 式 の ガ ス タ ー ビ ン （ 専 ら 都 市 ガ ス （ ガ  

ス 事 業 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 五 十 一 号 ） 第  

二 条 第 三 項 に 規 定 す る ガ ス 小 売 事 業 者 （ 電 気  

事 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 （ 平 成 二  

十 七 年 法 律 第 四 十 七 号 ） 附 則 第 十 二 条 第 一 項  

の 規 定 に よ り 同 法 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後  

の ガ ス 事 業 法 第 三 条 の 登 録 を 受 け た も の と み  

な さ れ る 者 を 含 む 。 ） に よ り 供 給 さ れ る ガ ス を  

い う 。 ） 又 は 液 化 天 然 ガ ス を 燃 焼 さ せ る も の に  

限 る 。 ） に よ り 火 力 を 電 気 に 変 換 す る 設 備 又 は  

こ れ と 同 等 以 上 の 性 能 を 有 す る 設 備 で あ っ

て 、 出 力 の 合 計 が 二 万 キ ロ ワ ッ ト 以 上 で あ る  

も の （ 環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 八 十  

一 号 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 対 象 事 業 に 係  

る も の を 除 く 。 ） と す る 。  
 

（ 発 電 設 備 計 画 書 の 作 成 等 ） 

第 四 十 一 条  条 例 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 届 出 は 、 発 電 設 備 計 画 書 （ 様 式 第 十 四 号 ） を

提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ 条 例 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、

次 に 掲 げ る 行 為 （ 二 以 上 の 行 為 が あ る 場 合 に あ

っ て は 、 最 初 に 行 わ れ る も の ） が 行 わ れ る 日 の

前 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

一 ― 十 （ 略 ）  

３  条 例 第 三 十 三 条 第 一 項 第 七 号 の 規 則 で 定 め

る 事 項 は 、 環 境 の 保 全 の た め に 発 電 設 備 を 設 置

す る 敷 地 に お い て 講 じ よ う と す る 措 置 （ 条 例 第

三 十 三 条 第 一 項 第 五 号 に 該 当 す る も の を 除

く 。 ） が あ る 場 合 に は 、 当 該 措 置 と す る 。  
 

（ 発 電 設 備 計 画 書 の 公 表 ）  

第 四 十 二 条  条 例 第 三 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 公 表 は 、 同 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い

て 、 第 八 条 各 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と

す る 。  
 

（ 事 後 調 査 結 果 報 告 書 の 届 出 等 ）  

第 四 十 三 条  条 例 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 届 出 は 、 事 後 調 査 結 果 報 告 書 （ 様 式 第 十 五 号 ）

 

一 ・ 二 （ 略 ）  

４ 第 三 十 五 条 第 四 項 の 規 定 は 、 第 二 項 の 期 間 及

び 前 項 の 届 出 の 時 期 に つ い て 準 用 す る 。  
 

（ 電 気 需 給 対 策 報 告 書 の 公 表 ）  

第 三 十 八 条  条 例 第 三 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る

公 表 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 第 八 条 各 号

に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

一  条 例 第 二 十 九 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号

に 掲 げ る 事 項  

二 ・ 三 （ 略 ）  
 

（ エ ネ ル ギ ー を 効 率 的 に 利 用 し 環 境 へ の 負 荷 の  

程 度 が 低 い 発 電 設 備 ）  

第 三 十 九 条  条 例 第 三 十 二 条 第 一 項 の エ ネ ル ギ  

ー を 効 率 的 に 利 用 し 環 境 へ の 負 荷 の 程 度 が 低 

い も の で あ っ て 規 則 で 定 め る も の は 、 窒 素 酸 

化 物 の 発 生 を 抑 制 す る た め 、 あ ら か じ め 空 気 

と 十 分 に 混 合 し 希 薄 な 状 態 に し た 燃 料 を 燃 焼 

さ せ る 方 式 の ガ ス タ ー ビ ン （ 専 ら 都 市 ガ ス （ ガ  

ス 事 業 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 五 十 一 号 ） 第 
二 条 第 三 項 に 規 定 す る ガ ス 小 売 事 業 者 （ 電 気 

事 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 （ 平 成 二 

十 七 年 法 律 第 四 十 七 号 ） 附 則 第 十 二 条 第 一 項 

の 規 定 に よ り 同 法 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 

の ガ ス 事 業 法 第 三 条 の 登 録 を 受 け た も の と み 

な さ れ る 者 を 含 む 。 ） に よ り 供 給 さ れ る ガ ス を  

い う 。 ） 又 は 液 化 天 然 ガ ス を 燃 焼 さ せ る も の に  

限 る 。 ） に よ り 火 力 を 電 気 に 変 換 す る 設 備 又 は  

こ れ と 同 等 以 上 の 性 能 を 有 す る 設 備 で あ っ

て 、 出 力 の 合 計 が 二 万 キ ロ ワ ッ ト 以 上 で あ る 

も の （ 環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 八 十 

一 号 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 対 象 事 業 に 係 

る も の を 除 く 。 ） と す る 。  
 

（ 発 電 設 備 計 画 書 の 作 成 等 ） 

第 四 十 条  条 例 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る

届 出 は 、 発 電 設 備 計 画 書 （ 様 式 第 十 四 号 ） を 提

出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ 条 例 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、

次 に 掲 げ る 行 為 （ 二 以 上 の 行 為 が あ る 場 合 に あ

っ て は 、 最 初 に 行 わ れ る も の ） が 行 わ れ る 日 の

前 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

一 ― 十 （ 略 ）  

３  条 例 第 三 十 二 条 第 一 項 第 七 号 の 規 則 で 定 め

る 事 項 は 、 環 境 の 保 全 の た め に 発 電 設 備 を 設 置

す る 敷 地 に お い て 講 じ よ う と す る 措 置 （ 条 例 第

三 十 二 条 第 一 項 第 五 号 に 該 当 す る も の を 除

く 。 ） が あ る 場 合 に は 、 当 該 措 置 と す る 。  
 

（ 発 電 設 備 計 画 書 の 公 表 ）  

第 四 十 一 条  条 例 第 三 十 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 公 表 は 、 同 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い

て 、 第 八 条 各 号 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と

す る 。  
 

（ 事 後 調 査 結 果 報 告 書 の 届 出 等 ）  

第 四 十 二 条  条 例 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

る 届 出 は 、 事 後 調 査 結 果 報 告 書 （ 様 式 第 十 五 号 ）



様 式 第 六 号 か ら 様 式 第 十 一 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  
３ 条 例 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、

調 査 を 行 っ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 末 日 ま で

に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 事 後 調 査 結 果 報 告 書 の 公 表 ）  

第 四 十 四 条  条 例 第 三 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 公 表 は 、 事 後 調 査 の 結 果 を 第 八 条 各 号 に 掲 げ

る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ （ 略 ）  

３ 条 例 第 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、

調 査 を 行 っ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 末 日 ま で

に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 事 後 調 査 結 果 報 告 書 の 公 表 ）  

第 四 十 三 条  条 例 第 三 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ

る 公 表 は 、 事 後 調 査 の 結 果 を 第 八 条 各 号 に 掲 げ

る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  
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置

 

□
 
住
宅
部
分

 

【
建
築
物
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
の
た
め
の
措
置
】

 

□
適
合

 
 
□
不
適
合

 
 
□
対
象
外

 

【
建
築
物
に
設
け
る
空
気
調
和
設
備
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
の
た
め
の
措
置
】

 

□
適
合

 
 
□
不
適
合

 
 
□
対
象
外

 

□
 
非
住
宅
部
分

 

【
建
築
物
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
の
た
め
の
措
置
】

 

□
適
合

 
 
□
不
適
合

 
 
□
対
象
外

 

【
建
築
物
に
設
け
る
空
気
調
和
設
備
等
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
の
た
め
の
措
置
】

 

□
適
合

 
 
□
不
適
合

 
 
□
対
象
外

 

 
 
 
３

 
そ
の
他

 
別
添
の
と
お
り

 

 
【
条
例
第

16
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
】

 
別
添
の
と
お
り

 

 
 
 
  
  

備
考
１

 
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を

 

自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

２
 
□
の
あ
る
欄
に
は
、
該
当
す
る
□
内
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

３
 
※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

※
大
阪
府
受
付
欄

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
第
二
面
）

 

 

【
建
築
主
等
の
概
要
】

 

１
 
建
築
主

 

イ
 
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

 
 

ロ
 
氏
名

  

ハ
 
郵
便
番
号

 
 

ニ
 
住
所

  

ホ
 
電
話
番
号

 
 

 ２
 
代
理
者

 

イ
 
資
格

  
（

 
 
）
建
築
士

 
 

 
（

 
 

 
 
）
登
録
第

 
 
 

 
 
 

 
 
号

 

 ロ
 
氏
名

  

ハ
 
勤
務
先

 
（

 
 
）
建
築
士
事
務
所
（

 
 

 
 
）
知
事
登
録
第

 
 
 
 

 
 
号

 

 ニ
 
郵
便
番
号

 
 

ホ
 
所
在
地

 
 

ヘ
 
電
話
番
号

 
 

ト
 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

 
 

チ
 
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

 ３
 
建
築
物
の
環
境
配
慮
に
係
る
設
計
を
し
た
建
築
士
事
務
所

 

イ
 
代
表
者
氏
名

 
 

ロ
 
建
築
士
事
務
所
名

 
（

 
 
）
建
築
士
事
務
所
（

 
 

 
 
）
知
事
登
録
第

 
 
 
 

 
 
号

 

 ハ
 
郵
便
番
号

 
 

ニ
 
所
在
地

 
 

ホ
 
電
話
番
号

 
 

ヘ
 
作
成
又
は
確
認
し
た
設
計
図
書

 
 

  

備
考
１

 
建
築
主
、
建
築
士
事
務
所
が
そ
れ
ぞ
れ
２
者
以
上
の
場
合
は
、
第
二
面
は
代
表
と
な
る
建
築
主
、

 

建
築
士
事
務
所
に
つ
い
て
記
入
し
、
別
紙
に
他
の
建
築
主
、
建
築
士
事
務
所
に
つ
い
て
記
入
し
て

 

添
え
て
く
だ
さ
い
。

 

２
 
２
欄
は
、
建
築
主
か
ら
の
委
任
を
受
け
て
届
出
を
す
る
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

     

 

（
第
三
面
）

 

 

【
特
定
建
築
物
の
概
要
】

 

１
 
工
事
の
種
別
 

□
新
築

 
 
□
増
築

 
 
□
改
築

 

２
 
建
築
面
積

 
 

 
 

 
 

 
 

㎡
 

３
 
用
途
別
床
面
積

 

用
途

 
床
面
積
の
合
計
（
㎡
）

 

住
宅
部
分

 
集
合
住
宅

 
 

非
住
宅
部
分

 

事
務
所

 
 

学
校

 
 

物
販
店

 
 

飲
食
店

 
 

集
会
所

 
 

工
場

 
 

病
院

 
 

ホ
テ
ル

 
 

計
 

 

合
計

 

 

４
 
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
床
面
積

 

イ
 
届
出
部
分

 
 

 
 

 
 

 
 

㎡
 

ロ
 
届
出
以
外
の
部
分

 
 

 
 

 
 

 
㎡

 

５
 
平
成

29
年
４
月

1
日
に
存
す
る
建
築
物
の
非
住
宅
部
分
の
床
面
積

 
 

 
㎡

 

６
 
構
造

 

□
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

 
 
□
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

 
 
□
鉄
骨
造

 
 
□
木
造

 

□
そ
の
他
（

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）

 

７
 
高
さ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ｍ

 

８
 
階
数

 
 
地
上
 

 
階
、

 
 
地
下

 
 
階

 

９
 
工
事
着
手
予
定
年
月
日

 
 

 
年

 
月

 
日

 

1
0
 
工
事
完
了
予
定
年
月
日

 
 

 
年

 
月

 
日

 

 

【
特
定
建
築
物
の
敷
地
の
概
要
】

 

１
 
地
名
地
番

 

２
 
住
居
表
示

 

３
 
敷
地
面
積

 

イ
 
敷
地
面
積

 
 

 
 

 
 

 
㎡

 

ロ
 
敷
地
面
積
（
評
価
し
た
敷
地
面
積
を
い
う
。）

 
 

 
 
 
 

 
 

 
㎡

 

 

【
備
考
】

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建
築
物
環
境
計
画
変
更
届
出
書

 

 

大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第

1
8条

第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け

 

出
ま
す
。

 

 

大
阪
府
知
事

 
様

 

年
 
 
月

 
 
日
 

 

届
出
者

 
住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
○印

 

 
 

 
 

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

 

１
 
計
画
を
変
更
す
る
特
定
建
築
物
の
直
前
の
届
出
の
内
容

 

イ
 
特
定
建
築
物
の
名
称

 

ロ
 
特
定
建
築
物
の
所
在
地

 

ハ
 
届
出
年
月
日

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 

ニ
 
届
出
番
号

 

ホ
 
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
内
容

 

（
変
更
前
）

 

 （
変
更
後
）

 

 

 
 
 
ヘ

 
変
更
に
係
る
工
事
の
着
手
予
定
年
月
日

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 
 
ト

 
工
事
完
了
予
定
年
月
日

 
 

 
年

 
月
 

日
 

  
 
２
 
代
理
者

 

イ
 
資
格

 
 

（
 

 
）
建
築
士

 
 

 
（

 
 

 
 
）
登
録
第

 
 
 

 
 
 

 
 
号
 

 

ロ
 
氏
名

 
 

ハ
 
勤
務
先

  
（

 
 
）
建
築
士
事
務
所
（

 
 

 
 
）
知
事
登
録
第

 
 
 
 

 
 
号
 

 

ニ
 
郵
便
番
号

 
 

ホ
 
所
在
地

  

ヘ
 
電
話
番
号

 
 

ト
 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

 
 

チ
 
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

 

備
考
１

 
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で

 

行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 
 
 
  
 
  
２
 
２
欄
は
、
建
築
主
か
ら
の
委
任
を
受
け
て
届
出
を
す
る
場
合
に
記

 

 
 
 
 

 
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

３
 
※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

※
大
阪
府
受
付
欄

 

 

建
築
物
工
事
取
り
や
め
届
出
書

 

 

 

大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第

1
9条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 

  

大
阪
府
知
事

 
様
 

年
 
 
月

 
 
日
 

 

届
出
者

 
住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
○印

 

 
 

 
 

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

  

１
 
工
事
を
取
り
や
め
る
特
定
建
築
物
の
直
前
の
届
出
の
内
容

 

イ
 
特
定
建
築
物
の
名
称

 

ロ
 
特
定
建
築
物
の
所
在
地

 

ハ
 
届
出
年
月
日

 

ニ
 
届
出
番
号

 

ホ
 
工
事
を
取
り
や
め
た
年
月
日
 

 

 
 
２
 
代
理
者
 

イ
 
資
格
 

 
（

 
 
）
建
築
士

 
 
 
（
 
 

 
 
）
登
録
第

 
 
 

 
 
 

 
 
号
 

 

ロ
 
氏
名
 

 

ハ
 
勤
務
先

  
（

 
 
）
建
築
士
事
務
所
（

 
 

 
 
）
知
事
登
録
第

 
 
 
 

 
 
号
 

  

ニ
 
郵
便
番
号

 
 

ホ
 
所
在
地

  

ヘ
 
電
話
番
号

 
 

ト
 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

 
 

チ
 
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

    

備
考
１

 
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を

 

自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

２
 
２
欄
は
、
建
築
主
か
ら
の
委
任
を
受
け
て
届
出
を
す
る
場
合
に

 

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

３
 
※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

※
大
阪
府
受
付
欄

 

様
式
第
８
号
（
第

2
5
条
関
係
）

 
様
式
第
７
号
（
第

2
3
条
関
係
）

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様
式
第

1
0
号
（
第

3
0
条
関
係
）

 
様
式
第
９
号
（
第

2
7
条
関
係
）

 
 

建
築
物
工
事
完
了
届
出
書

 

 

 

大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第

2
0条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 

  

大
阪
府
知
事

 
様
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 

届
出
者

 
住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
○印

 

 
 

 
 

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 

  

１
 
工
事
が
完
了
し
た
特
定
建
築
物
の
直
前
の
届
出
の
内
容

 

イ
 
特
定
建
築
物
の
名
称

 

ロ
 
特
定
建
築
物
の
所
在
地

 

ハ
 
届
出
年
月
日

 

ニ
 
届
出
番
号

 

ホ
 
工
事
完
了
年
月
日

 

 

 
 
２
 
代
理
者

 

イ
 
資
格

 
 

（
 

 
）
建
築
士

 
 
 
（
 
 

 
 
）
登
録
第

 
 
 

 
 
 

 
 
号

 

 

ロ
 
氏
名

 
 

ハ
 
勤
務
先

  
（

 
 
）
建
築
士
事
務
所
（

 
 

 
 
）
知
事
登
録
第

 
 
 
 

 
 
号

 

  

ニ
 
郵
便
番
号

 
 

ホ
 
所
在
地

  

ヘ
 
電
話
番
号

 
 

ト
 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

 
 

チ
 
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

    

備
考
１

 
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を

 

自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

２
 
２
欄
は
、
建
築
主
か
ら
の
委
任
を
受
け
て
届
出
を
す
る
場
合
に

 

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

３
 
※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

※
大
阪
府
受
付
欄

 

 

建
築
物
環
境
性
能
表
示
届
出
書

 

 

 

大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第

2
3条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 

  

大
阪
府
知
事

 
様
 

年
 
 
月

 
 
日
 

 

届
出
者

 
住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
○印

 

 
 

 
 

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 

  

１
 
建
築
物
環
境
性
能
表
示
の
概
要
 

イ
 
特
定
建
築
物
の
名
称

 

ロ
 
特
定
建
築
物
の
所
在
地

 

ハ
 
建
築
物
環
境
計
画
書
の
届
出
年
月
日

 

ニ
 
建
築
物
環
境
計
画
書
の
届
出
番
号

 

ホ
 
建
築
物
環
境
性
能
表
示
を
表
示
し
た
者

 

 
 
□
 
特
定
建
築
主
等

 
 
 

 
□

 
販
売
等
受
託
者

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
住
所

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
氏
名

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
 

へ
 
広
告
に
建
築
物
環
境
性
能
表
示
を
最
初
に
表
示
し
た
日

 

 

 
 
２
 
代
理
者
 

イ
 
氏
名
 

 

ロ
 
勤
務
先

  

ハ
 
所
在
地

  

ニ
 
電
話
番
号

 
 

ホ
 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

 
 

へ
 
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

    

備
考
１

 
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を

 

自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

２
 
２
欄
は
、
建
築
主
か
ら
の
委
任
を
受
け
て
届
出
を
す
る
場
合
に

 

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

３
 
※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

※
大
阪
府
受
付
欄

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

    

様
式
第

1
2
号
（
第
3
6
条
関
係
）

 

電
気
需
給
対
策
計
画
書

 
 

（
略
）

 
 
大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第

3
0
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。 

 
（
略
）
 

備
考

 
（
略
）

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

様
式
第

1
2
号
（
第
3
5
条
関
係
）

 

電
気
需
給
対
策
計
画
書

 

 
（
略
）

 
 

大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第

2
9
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。 

 

（
略
）
 

備
考

 
（
略
）

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

様
式
第

1
1
号
（
第

3
2
条
関
係
）

 
 

建
築
物
環
境
性
能
表
示
変
更
届
出
書

 

 

 

大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第

2
4条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

 

  

大
阪
府
知
事

 
様

 

年
 
 
月

 
 
日
 

 

届
出
者

 
住
所

 

氏
名

 
 

 
 

 
○印

 

 
 

 
 

(
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

) 

 

１
 
建
築
物
環
境
性
能
表
示
の
概
要

 

イ
 
特
定
建
築
物
の
名
称

 

ロ
 
特
定
建
築
物
の
所
在
地

 

ハ
 
建
築
物
環
境
計
画
書
の
届
出
年
月
日

 

ニ
 
建
築
物
環
境
計
画
書
の
届
出
番
号

 

ホ
 
建
築
物
環
境
計
画
変
更
届
出
書
の
届
出
年
月
日

 

へ
 
建
築
物
環
境
計
画
変
更
届
出
書
の
届
出
番
号

 

ト
 
建
築
物
環
境
性
能
表
示
届
出
書
の
届
出
年
月
日

 

チ
 
建
築
物
環
境
性
能
表
示
届
出
書
の
届
出
番
号

 

リ
 
変
更
後
の
建
築
物
環
境
性
能
表
示
を
表
示
し
た
も
の

 

 
 
□

 
特
定
建
築
主
等

 
 
 

 
□

 
販
売
等
受
託
者

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
住
所

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
氏
名

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
 

ヌ
 
広
告
に
変
更
後
の
建
築
物
環
境
性
能
表
示
を
最
初
に
表
示
し
た
日

 

 

 
 
２

 
代
理
者

 

イ
 
氏
名

 
 

ロ
 
勤
務
先

  

ハ
 
所
在
地

  

ニ
 
電
話
番
号

 
 

ホ
 
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

 
 

へ
 
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 
 

 

備
考
１

 
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を

 

自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

２
 
２
欄
は
、
建
築
主
か
ら
の
委
任
を
受
け
て
届
出
を
す
る
場
合
に

 

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

３
 
※
印
の
あ
る
欄
は
、
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

 

※
大
阪
府
受
付
欄

 



 

    

様
式
第
1
3
号
（
第
3
8
条
関
係
）

 

電
気
需
給
対
策
報
告
書

 
 

（
略
）

 
 
大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第

3
1
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。 

 
（
略
）
 

備
考
 
（
略
）

 

   

 

 

    

様
式
第
1
3
号
（
第
3
7
条
関
係
）

 

電
気
需
給
対
策
報
告
書

 

 
（
略
）

 
 

大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第

3
0
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。 

 

（
略
）
 

備
考
 
（
略
）

 

   

 

 

    

様
式
第

1
4
号
（
第
4
1
条
関
係
）

 

発
電
設
備
計
画
書

 
 

（
略
）

 
 
大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第
3
3
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。 

 
（
略
）
 

備
考

 
（
略
）

 

   
 

    

様
式
第

1
4
号
（
第
4
0
条
関
係
）

 

発
電
設
備
計
画
書

 

 
（
略
）

 
 

大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第
3
2
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。 

 

（
略
）
 

備
考

 
（
略
）

 

   
 

 

    

様
式
第
1
5
号
（
第
4
3
条
関
係
）

 

事
後
調
査
結
果
報
告
書

 
 

（
略
）

 
 
大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第

3
4
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。 

 
（
略
）
 

備
考
 
（
略
）

 

   

 
 

 

    

様
式
第
1
5
号
（
第
4
2
条
関
係
）

 

事
後
調
査
結
果
報
告
書

 

 
（
略
）

 
 

大
阪
府
温
暖
化
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
第

3
3
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。 

 

（
略
）
 

備
考
 
（
略
）

 

   
 



附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 大 阪 府 温 暖 化 の 防 止 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 様 式 に よ り 作 成 し た

用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し た 上 、 改 正 後 の 大 阪 府 温 暖 化 の 防 止 等 に 関

す る 条 例 施 行 規 則 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 と し て 使 用 す る こ と が で き る 。  


